
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ６－５０３０ 衣類掛け台等 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ２－０３ 全 収納部付き掛け台 

Ｄ２－６０ 全 衣服掛け台、ついたて、鏡台等 

Ｄ２－６１０ 全 衣服掛け台等 

Ｆ５－２１２Ａ 全 衣料品陳列用具（床置衣服ハンガーつり下げ台型） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ６－５００ 収納家具等 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

衣服掛け付き傘立て 傘立て付き衣服掛け台 衣服掛け付き棚 

棚付き衣服掛け台 衣服掛け台 帽子掛け台 

衣服ハンガーつり下げ台   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・ 衣服等、身の回り品を直接掛けるか、吊り掛け型の衣類等のハンガーを掛けるもので、床に置いて使用す

るもの。 

・ 棚等、収納部、鏡がついているもの、またはそれらと複合したものを含む。 

・衣類を販売するために用いる床置きの陳列用具であって、吊り掛け型の衣類等のハンガーを吊り下げるタ

イプのものも含める。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ ついたて兼用またはついたてと複合したものはＤ７－４０Ｄに入れる。 

・ 小型の小物整理用はＤ６－４代。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

   

登録 1175286 号 
鏡付き衣服かけ 

 

登録 1153663 号 
ズボンハンガー 

登録 1168928 号 
衣料ハンガー        

 


